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  賃貸े宅の؇ཀྵ業務等の適正化に関する法ཱが成立しました 
  賃貸े宅は、ୱਐ世ଵのଁ加等をഐܢに、ըがࠅのਫ਼の基൭としての重要が一ଁ大しているとこ

Θですが、賃貸े宅の؇ཀྵについては、Ψーナーの高ྺ化等により、؇ཀྵ業者に委するケースがଁえて
いるとこΘです。 

  しかしながら、؇ཀྵ業務の実施をめ͛り、؇ཀྵ業者とΨーナーあるいは入ڋ者との間でφϧϔルがଁ加
しており、ಝにγϔϨース業者については、Պ賃保ৄ等の契約ড়件のޣをݬҾとするφϧϔルが多し、
ऀ会問題となっていることから、対応がە٦の՟題となっています。 

  こうしたഐܢのもと、ྫ 2年6月12日にྒྷなڧेڋをඍえた賃貸े宅の安ఈదな֮保をਦるため、
γϔϨース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のためのી置を講ͥるとともに、賃貸े宅؇ཀྵ業
をӨ者にܐるౌ度をઅけ、ͨ の業務の適正なӣӨを֮保する「賃貸े宅の؇ཀྵ業務等の適正化に関
する法ཱҌ」が参議Ӆ本会議でՆ決、成立し、6月19日にޮාされました。 

 
「賃貸े宅の؇ཀྵ業務等の適正化に関する法ཱ」について、要項、ড়文、法ཱ֕要なʹについては、 

 以下のౖࠅ交通のϙーϞϘージ、全宅؇ཀྵのϙーϞϘージにܟ載されています。また、̨̩コード 
からもಣ取することができますのでญせて͟ལくͫさい。 

   https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000200.html 
 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001358229.pdf 
 

 
 https://chinkan.jp/lp/newlaw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

（ޮऀ）広ౣݟ宅建協会からのおஎらせ 
 
 

法ཱのఈにい、ౖࠅ交通では、Ϊイドϧイン等の策ఈに関するݗ౾を行う事を 
దとした「賃貸े宅؇ཀྵ業法の施行にけたݗ౾会」をઅ置しておりますが、ݳ時఼ 
（ྫ 2 年 9 月 24 日時఼）のݗ౾য়ڱにおける大まかな施行スケジュールおよび講स 
ରܧについては以下の通りです。 

 
̏ɿ施行スケジュール 
（̏）γϔϨース  広ש・ࠄ༢等のوʞྫ 2 年 12 月中२ 
（̐）賃貸े宅؇ཀྵ業のౌ度のઅʞྫ 3 年 6 月中२ 
̐ɿ業務؇ཀྵ者について 
 賃貸े宅؇ཀྵ業のౌをする場合、事務所͟とに「業務؇ཀྵ者」のഓ置が 
必要となりますが、業務؇ཀྵ者には賃貸不動産ܨӨ؇ཀྵ࢞ないし一ఈの講स 
を受けた宅地建物取引࢞がఈされております。 
 
しくは以下のϙーϞϘージを͟ལくͫさい。 

・「賃貸े宅؇ཀྵ業法の施行にけたݗ౾会」について 
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000173.html 
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 （広ౣ会場）ࢢ年のセϝナーの༹ࡤ

講स会の༹ࢢ 

 
 

         
 
   新型コロナウイルス感染防止のため、ྫ̐年度の法ఈ講 

स会については、̖月まで自宅にてࡒگを༽いたָसを行う 
形式で実施しておりましたが、ౖࠅ交通から、ָ࠴方式で 
の講सを࠸開するように要੧があったため、９月の講स会か 
らָ࠴方式での講सを࠸開いたしました。 

  なお、࠸開に当たっては、新型コロナウイルス感染防止の 
؏఼から、講स会のఈ員を通の 1/2 以下にݰࡡし、講स会 
場における受講者間の間ֶを֮保するなʹՆなݸり、ഓ慮いたします。 

講स会のҌ内やਅࠒについてのしい内容は、更新対象の方に法ఈ講स会の͟Ҍ内をおૻりさせて 
きます。 

 

 

 

 

 

 

不動産開業支ԋセϝナーの͟Ҍ内 
 

当協会では、不動産業を開業しようと考えるև༹を対象に、 
不動産業開業にけての६ඍ、不動産取引の基ેとৼߑえ、宅 
建協会ٶび保ৄ協会の入会なʹ、開業に必要な情報の提供な 
ʹを通ͣて、一ൢの方が業ֆ出するきっかけ作りとして、 
開業支ԋセϝナーを開催いたします。ͧͽ、このؽ会に͟参加 
の、開業にけての͟参考としてくͫさい。 

    
             ʴෳ山会場ʵྫ 2 年 12 月 8 日（Ւ）      ʴ広ౣ会場ʵྫ 2 年 12 月 9 日（水） 

後ޗ                             1 時ʛޗ後 3 時 15                   ޗ後 1 時ʛޗ後 3 時 15  
                                              
                 ʴෳ山会場ʵ ෳ山市ޜ町 1-6-7          ʴ広ౣ会場ʵ広ౣ市中区দ町 11-5 
                              ෳ山支部事務所                           広ౣݟ不動産会ؙ 5  
                                              

・「開業にけての६ඍについて」 
ʛ事業ܯժ作成とۜࣁୣのϛインφについてʛ 

                                                 日本策ۜ༧ޮށ 
・「宅建協会入会のϟϨッφ」 

                                      
             当協会のϙーϞϘージ(https：//taken. fudohsan. jp)から 

ਅࢶ༼ࠒをξウンロードして、FAX にておਅࠒみ下さい。 
 

  

（ޮऀ）広ౣݟ宅地建物取引業協会 TEL：082-243-0011 
 (ϙーϞϘージ：https://takken.fudohsan.jp) 
          
 
 

お問い合わせ先 

日時 

場所 

開催内容 

ਅࠒ方法 
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重要⽑ (新و加入者༽）ྫ2年宅地建物取引࢞ഝঊ責任保ݧਅࠒみについて 
 
ู ॄ غ 日： ྫ 2 年 11 月 20 日まで 

͟加入֪ࣁ者： 基本ึঊ：（ޮऀ）広ౣݟ宅地建物取引業協会会員(事業所)にॊ事している宅建࢞ 
ϭイドึঊ：（ޮऀ）広ౣݟ宅地建物取引業協会会員(事業所) 

保 ݧ 料： 4 つのプϧンの中からમ 
宅建࢞ 1 名、ॊ事者 1 名あたり 7,000 ԃは 5,000 ԃ 
 ͟加入手କき： ಋ෩の加入ਅࠒ書と口৾࠴ғབ書に必要事項を͟記入ōೂһのŌ͟ศૻくͫさい。 

保 ݧ غ 間： 2021 年 3 月 1 日ޗ後 4 時から 2022 年 3 月 1 日ޗ後 4 時までの 1 年間 
引受保ݧ会ऀ： 
取扱代ཀྵ వ： 

ଝ害保ݧジャϏン᷄ 広ౣ支వ法人第一支ऀ 
᷄宅建ϔϪインθ （HP にҌ内あり http://takken-b.co.jp/ ） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಋ෩しましたਅࠒҌ内書に必ͥお通しの、ਅࠒを行ってきますようおبいします。 
なお、中加入もՆです。͟س望の方は、宅建協会本部͟連ཙくͫさい。 

 
ʴعに͟加入のև༹ʵ 

宅地建物取引࢞ഝঊ責任保ݧは、ຘ年 3 月 1 日付けで自動更新となります。12 月 2 日գ͙に更新Ҍ内ʲ加入
者Ωード（保ৄݧ書に代わるもの）・੧ٽ明ࡋ書ʳのハΪΫをおけします。 
更新Ҍ内ハΪΫ記載内容に、Ŋ͟加入者情報のร更ŋ、Ŋ͟加入プϧンのร更ŋ、Ŋ宅建࢞のร更ŋ、また、ϭイド

ึঊ加入者で行に出の「宅地建物取引業にॊ事する者」の人਼にร更があった場合は、ハΪΫ記載の方法に
ॊって手କきをおبいします。なお、12 月 21 日までにร更の手କきがなされない場合は、「ݳ在の͟加入内容」
で、自動更新されます。 
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研修中の様子 講演する髙川氏 

 
 
   
    令和２年度第１回法定研修会は、新型コロナウイルス感染防止の観点からインターネット上で動画
を視聴して頂くWEB研修（視聴期間：10月7日～10月20日）を実施することとなり、9月28日（月）
に広島県不動産会館6階研修ホールでWEB研修会の収録を実施いたしました。 
 研修テーマ「民法の改正に伴う契約書の書き方について」深沢綜合法律事務所 弁護士 髙川佳子氏
をお迎えし、コロナウイルス感染に伴う３密を避ける配慮をした上で、収録時65名の方が対面で研修
会を受講されました。 

                                 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

土砂災害防止法の基礎調査結果の公表について   
土砂災害防止法に関する基礎調査結果は、広島県ホームページ「広島県防災Web」内にある「土砂 
災害ポータル ひろしま」の「土砂災害警戒区域・特別警戒区域図」にてご確認ください（基礎調査結 
果について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は、宅地建物取引業法第47条第1 
項に違反する場合がありますので、ご注意ください）。 詳しくはホームページをご覧ください。 

https://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/map/keikai.aspx   
 
 
  
水害ハザードマップを活用した水害リスクの説明について 

   宅地建物取引業法における重要事項説明において、水害ハザードマップを活用して、取引対象となる 
宅地又は建物の概ねの位置の説明が令和 2年 8月 28日より義務付けられました。 
 この改正が施行された後は、義務づけられた説明に不備があれば、重要事項説明違反として、行政処 
分の対象となりますので、ご注意ください。詳しくはホームページをご覧ください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/20190729.html       
   

 https：//disaportal.gsi.go.jp/（ハザードマップポータルサイト） 
                             

広島県トップページ→組織でさがす→土木建築局→砂防課・土砂法指定推進担当→ 
土砂災害ポータルひろしま→土砂災害警戒区域等 
 
 

 
 

広島県からのお知らせ 
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   「市࠸ਫ਼ಝพી置法等の一部を改正する法ཱ」の施行にう 
  宅地建物取引業法施行ྫの一部改正について 
 

  ྫ̐年̔月̏̎日に、市࠸ਫ਼ಝพી置法等の一部を改正する法ཱ（ྫ̐年法ཱ第 43 以下「改。ߺ
正法」という。）がޮාされ、ྫ̐年９月̕日から施行されたことにい、市࠸ਫ਼ಝพી置法等の一
部を改正する法ཱの施行にう関ܐྫのඍに関するྫ（ྫ̐年ྫ第 268 において、宅地建（ߺ
物取引業法施行ྫ（দ 39 年ྫ第 383 に௧加がਫ਼ͣݸについて、第̑ড়第̏項の法ྫに基づく（ߺ
るなʹの改正が行われ、ྫ̐年９月̕日から施行されたとこΘです。 
 これらに関して、全宅連からबஎғབがありましたので、͟Ҍ内いたします。 

 
̏ɿ市࠸ਫ਼ಝพી置法等の改正内容（宅地建物取引業法施行ྫ関ܐ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

全宅連・全宅保ৄからのおஎらせ 

（̏）地区ඍܯժの記載事項の௧加について（改正法による改正後の市ܯժ法第 58 ড়の 
  ̑第 1 項関ܐ） 

改正法により、市ܯժ法（দ 43 年法ཱ第 100 第（ߺ 12 ড়の̓第̐項の 
地区ඍܯժの記載事項として、「ݳにଚする地で、業のཤสのଁと 
したྒྷなڧेڋを֮保するため必要なものの保全に関する事項」を新たに 
અける（改正後のಋ法第 12 ড়の̓第̒項）とともに、当該事項がఈめられてい 
る区域内の地の区域内におけるౖ地の形質のร更等のڒՆについて、市町村の 
ড়例でఈめることができるوఈが新અされた（改正後のಋ法第 58 ড়の̑第 1
項）。 

 

び建ṯིのٶの؉ݸ༽༢地区内における建物の容ིのڧेڋ（̐）
ݸ等について（改正法による改正後の建基६法第 60 ড়の̐の̐第̏項から第̑
項ٶび第̒項（改正後のಋ法第 88 ড়第̏項において६༽する場合を。）関ܐ） 
改正法により、ڧेڋ༽༢地区がઅされ（改正後の市࠸ਫ਼ಝพી置

法（14 年法ཱ第 22 第（ߺ 94 ড়の̐第̏項）、当該地区内におけるಝఈの建物等に
関し、༽ٶび容ིのݸの؉をՆとする（改正後の建基६法（দ 25 年法
ཱ第 201 第（ߺ 60 ড়の̐の̐第̒項（改正後のಋ法第 88 ড়第̐項において६༽する
場合を））とともに、当該地区内における建物の建ṯིのݸ、ปの位置の
が新અされた（改正後のಋ法第و༼、ݸ高さ、ݸ 60 ড়の̐の̐第̏項から第̑
項まで）。 
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̐ɿ宅地建物取引業法施行ྫの改正఼  
 

 
https://www.zentaku.or.jp/news/5090/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下のϙーϞϘージもญせて͟ལくͫさい。 
https://www.zentaku.or.jp/news/5521/ 

 
 

 
 
新型コロナウイルスに関する対応について 
ハφマーέήループの（一財）ハφマーέ支ԋߑؽでは、 

新型コロナウイルス感染拡大にܐる各ுの支ԋ策の情報を 
Webγイφにてޮ開、時更新されています。 

しくは、以下のϙーϞϘージもญせて͟ལくͫさい。 
https://www.hatomark.or.jp/topics/3095 

 
 
  

ハφマーέ支ԋߑؽφップ ˢ φϒッέス ˢ 新型コロナウイルス関連各ு支ԋ策 

（̏）第̐ড়の̓関ܐ  
宅地建物取引業法（দ27年法ཱ第176ߺ）第33ড়ٶび第36ড়においては、宅地建

物取引業者が宅地のଆ成は建物の建に関する事の完了前に当該事にܐる宅 
地は建物について広ࠄし、または、自ら売कとなる売買契約のగ݃等を行う場合は、
ྫでఈめるڒՆ等があった後にこれを行うこととしているとこΘ、۫ରదなڒ 
Ն等の内容について宅地建物取引業法施行ྫ第̐ড়の̓においてఈめている。  

改正法による改正後の市ܯժ法第58ড়の̑第̏項において、新たにౖ地の形質の 
ร更、建物の建等のڒՆ度が新અされ、また、改正後の建基६法第60ড়の̐ 
の̐第̑項たͫし書において、新たに高さݸにܐるڒՆ度が新અされたことをಁ 
まえ、今ൢ、当該度を宅地建物取引業法施行ྫ第̐ড়の̓にఈめるڒՆ等に௧加 
する改正を行った。  

（̐）第̑ড়関ܐ  
宅地建物取引業法第35ড়第̏項においては、宅地は建物の࢘༽等について法ྫの

ݸがある場合に、߬入者等が不のଝ害をඅることを防止するため、宅地建物取引業
者に宅地建物取引業法施行ྫ第̑ড়第̏項でఈめる法ྫに基づくݸを重要事項として
説明するよう義務付けている。  
改正法による改正後の市ܯժ法第 58 ড়の̑第̏項において、新たにౖ地の形質のร

更、建物の建等のڒՆ度が新અされ、また改正後の建基६法第 60 ড়の̐の̐第
̏項から第̑項ٶび第̒項（ಋ法第 88 ড়第̐項において६༽する場合を。）におい
て、新たに容ིのݸの؉ٶび建物の建ṯིのݸ、ปの位置のݸ、高さの
ݸにܐる度がઅけられたことをಁまえ、今ൢ、当該度を宅地建物取引業法施行ྫ
第̑ড়第̏項にఈめる法ྫに基づくݸに௧加する等の改正を行った。 
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   「市࠸ਫ਼ಝพી置法等の一部を改正する法ཱ」の施行にう 
  宅地建物取引業法施行ྫの一部改正について 
 

  ྫ̐年̔月̏̎日に、市࠸ਫ਼ಝพી置法等の一部を改正する法ཱ（ྫ̐年法ཱ第 43 以下「改。ߺ
正法」という。）がޮාされ、ྫ̐年９月̕日から施行されたことにい、市࠸ਫ਼ಝพી置法等の一
部を改正する法ཱの施行にう関ܐྫのඍに関するྫ（ྫ̐年ྫ第 268 において、宅地建（ߺ
物取引業法施行ྫ（দ 39 年ྫ第 383 に௧加がਫ਼ͣݸについて、第̑ড়第̏項の法ྫに基づく（ߺ
るなʹの改正が行われ、ྫ̐年９月̕日から施行されたとこΘです。 
 これらに関して、全宅連からबஎғབがありましたので、͟Ҍ内いたします。 

 
̏ɿ市࠸ਫ਼ಝพી置法等の改正内容（宅地建物取引業法施行ྫ関ܐ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

全宅連・全宅保ৄからのおஎらせ 

（̏）地区ඍܯժの記載事項の௧加について（改正法による改正後の市ܯժ法第 58 ড়の 
  ̑第 1 項関ܐ） 
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地区ඍܯժの記載事項として、「ݳにଚする地で、業のཤสのଁと 
したྒྷなڧेڋを֮保するため必要なものの保全に関する事項」を新たに 
અける（改正後のಋ法第 12 ড়の̓第̒項）とともに、当該事項がఈめられてい 
る区域内の地の区域内におけるౖ地の形質のร更等のڒՆについて、市町村の 
ড়例でఈめることができるوఈが新અされた（改正後のಋ法第 58 ড়の̑第 1
項）。 

 

び建ṯིのٶの؉ݸ༽༢地区内における建物の容ིのڧेڋ（̐）
ݸ等について（改正法による改正後の建基६法第 60 ড়の̐の̐第̏項から第̑
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改正法により、ڧेڋ༽༢地区がઅされ（改正後の市࠸ਫ਼ಝพી置

法（14 年法ཱ第 22 第（ߺ 94 ড়の̐第̏項）、当該地区内におけるಝఈの建物等に
関し、༽ٶび容ིのݸの؉をՆとする（改正後の建基६法（দ 25 年法
ཱ第 201 第（ߺ 60 ড়の̐の̐第̒項（改正後のಋ法第 88 ড়第̐項において६༽する
場合を））とともに、当該地区内における建物の建ṯིのݸ、ปの位置の
が新અされた（改正後のಋ法第و༼、ݸ高さ、ݸ 60 ড়の̐の̐第̏項から第̑
項まで）。 
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全宅連φップ ˢ おஎらせ ˢɹ 交通ʵྫౖࠅ 2年7月߿雨によるඅ害のਫ਼にうಝఈे宅ᘧᙬ担
保責任のས行の֮保等に関する法ཱに基づく事務の取り扱いについて 
 

 
ྫ2年7月߿雨によるඅ害のਫ਼にうಝఈे宅ᘧᙬ担保責任の 
ས行の֮保等に関する法ཱに基づく事務の取り扱いについて  
ྫ2年7月߿雨によるࡄ害によるඅࡄ地域のࡄ害のඅ害者のݘཤཤӻの保全等をਦる 

ため、ಝఈे宅ᘧᙬ担保責任のས行の֮保等に関する法ཱのوఈに基づく出等につい 
て、全宅連よりबஎғབがありましたので、͟Ҍ内いたします。 
 しくは、こちらを͟ལくͫさい。 

    https://www.zentaku.or.jp/news/5562/ 
 
 
 
   
 

  
 
 
       
   北支部           スマイϝー講स会を開催しました 

               8 月 27 日（木）、安佐南区民文化センターにおいて、講師に広ౣ宅建 
              ᷄のԮీఫ 氏をおܶえし、15 名参加のもと、スマイϝーの࢘い方ϛ 
              インφ等の説明をきました。終わりに、質ٛ応の時間をઅけ 1 時間 

30 で終了いたしました。 
  スマイϝー講स会は、年間 2 回開催をܯժしております。今回 1 回 
の開催ですが、コロナ感染症がـになる中、対策をしっかりととった形 
で開催することができました。̐回は、ྫ̑年̏月26日を༩ఈして 
おりますが、ຬ全のରがい࣏第͟Ҍ内していきたいとࢧいます。 

（執筆者：北支部情報策委員会 委員長  下Ԯ ౌ） 
 

無料相談員業務研修会を開催しました 
           ̖月 27 日（木）、安佐南区民文化センターにおいて、北支部相談員対 

        象で無料相談員業務研修会を行いました。 
         講師である協会本部 不動産無料相談所相談員の板村義照 氏がとても 

かりやすく苦情解決・弁済業務について、また民法改正についての実 
務例等、ۛ࠹の相談事例をಁまえて͟講義きました。第 1・༷̑ۜ日 
に相談者が来られたࡏにとても参考になる研修会でした。 

（執筆者：北支部広報育成委員会 委員長  Ԡ尾 雅೯） 
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         青年部会を開催しました 
          ９月3日（木）、安佐南区民文化センターにおいて、若い世代を対象 

として初めて青年部会を開催しました。 
          初めての開催ではありましたが、参加者が今まで聞けなかった業務 

に関する質問をしたり、自己紹介、名刺交換をして交流をし横のつな 
がりを深めることができました。来年度開催にもつながるよう世話役 
人も決め、とても有意義な時間となりました。 

             （執筆者：北支部総務財務委員会 委員長  松尾 昌浩） 
           
     相談員研修を開催しました 

佐伯支部       9月10日（木）、宅建協会佐伯支部会議室にて、本部無料相談所相談 
員 板村  義照 氏を講師として、支部相談員10名を対象に、苦情解 
決・弁済業務の対応並びに取り組み方について無料相談事例を参考に 
注意事項等の説明が行われました。また、民法改正について、契約不 
適合責任・4月1日以前の賃貸借契約の更新・賃貸借契約時の極度額の 
解釈について、全宅連作成の各種不動産売買契約書に基づき改正内容 
の説明解説が行われました。 

         ＊相談員研修会に先立ち本年 8 月 28 日より重要事項説明義務が施行 
された、水害ハザードマップ（水防法に基づいて市町村が提供する水 
害、洪水、雨水出水・高潮）の取り扱いについて、取引対象となる宅 
地建物の位置する「市町村のＨＰ」から直接入手し水害ハザードマッ 
プを提示（添付）し、取引対象物件の位置を示すことが必要となって 
います。尚、市町村によっては全地域のハザードマップ作成が未完了 
となっていることがあり、念のため直接市区町村の担当窓口に問い合 
わせ、作成されていない場合「当該宅地建物が所在することについて 
市町村においては水防法に基づく水害ハザードマップは作成されて 
おりません」と記載し説明することとなっています。 
（執筆者：佐伯支部広報育成委員会 委員長 藤井 恒夫） 

  
第 2 回安芸賀茂支部役員会を開催しました 

                    9 月 7 日（月）、第 2 回安芸賀茂支部役員会を開催しました。 
安芸賀茂支部         今回は新型コロナウイルス感染症対策としてソーシャルディスタン 

スを保つため、広い会場を借りて行いました。 
 本年度は新型コロナウイルス感染拡大のため行事が中止となること 
も多く、議題についても新型コロナウイルス対策を考慮し今後のスケ 
ジュール等を協議しました。 
 役員会終了後、相談・苦情受付業務マニュアルのＤＶＤを視聴しま 
した。暫くはＷＥＢ研修やＤＶＤ研修という形式で実施されることが 
多くなるでしょうが、全ての行事を「普通」に行える日が一日も早く 
来ることが望まれます。 
（執筆者：安芸賀茂支部総務財務委員会 委員長  山下 雅司）                              
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る請求を一部認容した。 
（Ⅹと Y間の媒介契約の成൳） 
Yは、本件媒介契約書がࡠ成されていない 

こと、Ⅹから媒介のғབを受けていないこと 
などから、媒介契約は成ཱིしていないと主張 
する。しかし、Yは、本件土地売買契約書及 
び本件重要事項説明書に記名押印しているこ 
と、先行売買契約書の写しを提示したり、本 
件土地売買契約書案をＸに対し FAXで送付 
したり、契約締結場所として Y事務所を提ڛ 
するなど、媒介に該当する行ҟを行っており、 
媒介契約が成ཱིしたことが認められる。 
（媒介契約上の義務違反の有ໃ） 

     Ｙは、本件土地売買契約がいわΑるଠਕ物 
売買であることをஎっており、Ａと現所有者 
との先行売買契約が有ްに締結されたもので 
あるか൳かについて、先行売買契約書に記載 
された̛に࿊ཙして確認すべき義務があった 
といえる。それにもかかわらͥ、Yは、何の 
確認もしていないのであるから、本件媒介契 
約上の善管注意義務に違反するといわ͡るを 
得ない。 

Yは、本件土地売買契約締結の延期をשめ 
たࢭを主張するが、本件土地売買契約締結に 
向けた行ҟを行っていることからすると、延 
期をשめた証言は৶用できない。したがって、 
Yは、本件媒介契約上の善管注意義務に違反 
する。 
（損害） 
Ⅹが、̛に電話で問い合わせたところ、現 

土地所有者がＡとの間で先行売買契約を締結 
していないことがす͛に判明したので、Ⅹが 
Aに交付した手付金 500万円は、Yの前記善 

  管注意義務違反にΓりਫ਼ͣた損害と認められる。 

 
 

 
 
 

 
 
（過失相殺） 
Ⅹは、宅建業者であり、Aが本件土地の所 
有権を取得できない場合にਫ਼ͣるϨスクも当 
ષ理մしていたとࢧわれる。しかも、契約場 
所がಧષรߍされ、Aの事務所も異なる会社 
名が記載され、Yからも注意ًするࢭの発 
言があるなど、৶感を์くのにॉ分なয়ڱ 
にあった。したがって、Ⅹは、宅地建物取Ӏ 
業者として、Yに対して Aの所有権取得の確 
ࣰのࠬをࢨ示することが求められたয়ڱ 
にあったにもかかわらͥ、ಝஊの確認をする 
ことなく、҈ҝにߡえたものと認め͡るを得 
ͥ、この఼に過失があったといわ͡るを得な 
い。もっとも、Yの「ほかにも購入希望者が 

   いる」との発言があったことにΓり、契約締 
結にಁΊったのであり、過失相殺は損害額 
（500万円）からその 2ׄ（100万円）をͣݰ 
るのが相当である。したがって、YがⅩに賠 
償すべき損害額は 400万円と認める。  

 3  ΉͳΌ 

 事件がϟυΡࢥ被害額がきい地、ࠕࡤ     
Πで取り上げられているが、本判決は偽造契 
約であることを容ҝに確認できたにもかかわ 
らͥ、そのࠬをଷったことから、媒介業者 
に媒介契約上の義務違反が認められたもので 
ある。ಝに、ଠਕ物売買の媒介をする場合に 
は、先行契約等についてࠬ確認することは、 
媒介業者のخ本ద業務であることを࠸確認し 
たい。 
なお、本件は、被告媒介業者が߉訴し、原 
告買主がࣙらࠬすることが容ҝであったこ 
となどから、過失相殺は̒ׄ（200万円）と 
され、賠償すべき損害額は 300万円にݰ額さ 

ജकͶΕͤΉͪ͢ंͶघۜΝ࠰取͠Ηͪഛक͗ɼഖղۂ 
ंͶଝ֒ഝঊΝ੧͢ٽɼҲ෨գࣨ૮ࡶのΌらΗͪ事例 

ʤ౨ښ地判  ฑ30೧3݆29ೖ  ΤΦηφϫʖ・ζϡϏϱʥ 
 

  れた。（RETIO2018ɿ4 NO.109） 
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宅地・建物取引の判例から 
▶地面師事件 
 

 

 
 

 
売主に成りすました者と売買契約を締結 
し、手付金を詐取された買主が、媒介業者に 
対して、媒介契約上の善管注意義務違反を理 
由に損害賠償を請求した事案において、その 
請求が一部過失相殺の上認められた事例（東 
京地裁 平成30年３月29日判決 一部認容ウエ 
ストロー・ジャパン） 

1  事案の概要 
   平成 28年 5月、買主Ⅹ（原告宅建業者） 
は、喫茶店において、Ⅹに本件土地を紹介し 
た B（Y（被告宅建業者）の元従業員）と  
本件土地売買契約に関して打合せをしたが、 
この際、媒介業者として Yを紹介され、Ⅹは、 
Yとの間で、本件土地売買契約の媒介契約を 
口頭で締結した。この場で、Ⅹは、Yから、 
本件土地売主 Aと、現土地所有者との間で締 
結された先行売買契約書の写しを提示され、 
「現土地所有者は、Aとの間で売買契約を締 
結しており、Aがその所有権を取得する」と 
の説明を受けた。 

Yと別れた後、Ⅹと Bは、別の喫茶店に移 
動し、A及び A側の媒介業者 Cらと会い、先 
行売買契約書、先行売買契約の手付金領収書 
等の写しを提示され、本件土地売買契約の内 
容について協議した。そして、売買代金を 1 
億 3000万円、手付金を 500万円とし、翌日、 
Aの事務所にて売買契約を締結し、手付金の 
授受を行うことを合意した。 

   同日夜、Yは、Bから送付された本件土地 
売買契約書及び本件重要事項説明書を確認し 

  た上、Ⅹに対し、当該書類をFAXで送付した。 
翌日、Ⅹ、Y及び Bは、A及び Cとの待合 

 せ場所に集合したが、Cから、Aの事務所が 

 
 
 
 
 
 
 
使用できなくなったため、Yの事務所で契約 
締結することを提案された。Ⅹは、Aの事務 
所を確認したいと返答し、全員で Aの事務所 
に向かったが、Aの事務所には、事前に説明 
を受けた会社名とは異なる会社名が掲げられ 
ていた。その後、タクシーに分乗し、Yの事 
務所に向かうなかで、Ｘは、Ｙから、「何か 
嫌な予感がする」と言われた。 

Yの事務所にて、Aは、Ⅹに対し、媒介業 
者 Dの記名押印がされた、先行売買契約書、 
これにかかる重要事項説明書に加え、先行売 
買契約の手付金領収書の原本を示すととも 
に、それらの写しを交付し、Aの運転免許証 
を提示した。この際、Ⅹは、先行売買契約書 
記載の売買代金支払期限が延長となっている 
ことに関し合意書が取得できていないため、 
本件土地売買契約締結を延期したいと述べ 
た。これに対し、Ｙは、「ほかにも購入希望 
者がいる」と述べ、Ⅹは、これを受け、本件 
土地売買契約を締結し、手付金 500万円をＡ 
に支払った。 
契約締結日の翌日、Ⅹは、本件土地につい 
て、レインズで物件検索をしたところ、２億 
円とする売情報が掲載されていた。Ⅹが、当 
該物件の媒介業者 Dに電話で問い合わせたと 
ころ、本件土地は Aに対して売却されていな 
いこと、Ａが交付した先行売買契約書が偽造 
されたものであることが発覚した。 

   Ⅹは、Yに対し、媒介契約上の善管注意義 
務違反があるなどと主張して、手付金相当額 
である 500万円の支払を求めて提訴した。 

2  判決の要旨 
   裁判所は、次の通り判示し、Ⅹの Yに対す 
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る請求を一部認容した。 
（Ⅹと Y間の媒介契約の成൳） 
Yは、本件媒介契約書がࡠ成されていない 

こと、Ⅹから媒介のғབを受けていないこと 
などから、媒介契約は成ཱིしていないと主張 
する。しかし、Yは、本件土地売買契約書及 
び本件重要事項説明書に記名押印しているこ 
と、先行売買契約書の写しを提示したり、本 
件土地売買契約書案をＸに対し FAXで送付 
したり、契約締結場所として Y事務所を提ڛ 
するなど、媒介に該当する行ҟを行っており、 
媒介契約が成ཱིしたことが認められる。 
（媒介契約上の義務違反の有ໃ） 

     Ｙは、本件土地売買契約がいわΑるଠਕ物 
売買であることをஎっており、Ａと現所有者 
との先行売買契約が有ްに締結されたもので 
あるか൳かについて、先行売買契約書に記載 
された̛に࿊ཙして確認すべき義務があった 
といえる。それにもかかわらͥ、Yは、何の 
確認もしていないのであるから、本件媒介契 
約上の善管注意義務に違反するといわ͡るを 
得ない。 

Yは、本件土地売買契約締結の延期をשめ 
たࢭを主張するが、本件土地売買契約締結に 
向けた行ҟを行っていることからすると、延 
期をשめた証言は৶用できない。したがって、 
Yは、本件媒介契約上の善管注意義務に違反 
する。 
（損害） 
Ⅹが、̛に電話で問い合わせたところ、現 

土地所有者がＡとの間で先行売買契約を締結 
していないことがす͛に判明したので、Ⅹが 
Aに交付した手付金 500万円は、Yの前記善 

  管注意義務違反にΓりਫ਼ͣた損害と認められる。 

 
 

 
 
 

 
 
（過失相殺） 
Ⅹは、宅建業者であり、Aが本件土地の所 
有権を取得できない場合にਫ਼ͣるϨスクも当 
ષ理մしていたとࢧわれる。しかも、契約場 
所がಧષรߍされ、Aの事務所も異なる会社 
名が記載され、Yからも注意ًするࢭの発 
言があるなど、৶感を์くのにॉ分なয়ڱ 
にあった。したがって、Ⅹは、宅地建物取Ӏ 
業者として、Yに対して Aの所有権取得の確 
ࣰのࠬをࢨ示することが求められたয়ڱ 
にあったにもかかわらͥ、ಝஊの確認をする 
ことなく、҈ҝにߡえたものと認め͡るを得 
ͥ、この఼に過失があったといわ͡るを得な 
い。もっとも、Yの「ほかにも購入希望者が 

   いる」との発言があったことにΓり、契約締 
結にಁΊったのであり、過失相殺は損害額 
（500万円）からその 2ׄ（100万円）をͣݰ 
るのが相当である。したがって、YがⅩに賠 
償すべき損害額は 400万円と認める。  

 3  ΉͳΌ 

 事件がϟυΡࢥ被害額がきい地、ࠕࡤ     
Πで取り上げられているが、本判決は偽造契 
約であることを容ҝに確認できたにもかかわ 
らͥ、そのࠬをଷったことから、媒介業者 
に媒介契約上の義務違反が認められたもので 
ある。ಝに、ଠਕ物売買の媒介をする場合に 
は、先行契約等についてࠬ確認することは、 
媒介業者のخ本ద業務であることを࠸確認し 
たい。 
なお、本件は、被告媒介業者が߉訴し、原 
告買主がࣙらࠬすることが容ҝであったこ 
となどから、過失相殺は̒ׄ（200万円）と 
され、賠償すべき損害額は 300万円にݰ額さ 

ജकͶΕͤΉͪ͢ंͶघۜΝ࠰取͠Ηͪഛक͗ɼഖղۂ 
ंͶଝ֒ഝঊΝ੧͢ٽɼҲ෨գࣨ૮ࡶのΌらΗͪ事例 

ʤ౨ښ地判  ฑ30೧3݆29ೖ  ΤΦηφϫʖ・ζϡϏϱʥ 
 

  れた。（RETIO2018ɿ4 NO.109） 
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宅地・建物取引の判例から 
▶地面師事件 
 

 

 
 

 
売主に成りすました者と売買契約を締結 
し、手付金を詐取された買主が、媒介業者に 
対して、媒介契約上の善管注意義務違反を理 
由に損害賠償を請求した事案において、その 
請求が一部過失相殺の上認められた事例（東 
京地裁 平成30年３月29日判決 一部認容ウエ 
ストロー・ジャパン） 

1  事案の概要 
   平成 28年 5月、買主Ⅹ（原告宅建業者） 
は、喫茶店において、Ⅹに本件土地を紹介し 
た B（Y（被告宅建業者）の元従業員）と  
本件土地売買契約に関して打合せをしたが、 
この際、媒介業者として Yを紹介され、Ⅹは、 
Yとの間で、本件土地売買契約の媒介契約を 
口頭で締結した。この場で、Ⅹは、Yから、 
本件土地売主 Aと、現土地所有者との間で締 
結された先行売買契約書の写しを提示され、 
「現土地所有者は、Aとの間で売買契約を締 
結しており、Aがその所有権を取得する」と 
の説明を受けた。 

Yと別れた後、Ⅹと Bは、別の喫茶店に移 
動し、A及び A側の媒介業者 Cらと会い、先 
行売買契約書、先行売買契約の手付金領収書 
等の写しを提示され、本件土地売買契約の内 
容について協議した。そして、売買代金を 1 
億 3000万円、手付金を 500万円とし、翌日、 
Aの事務所にて売買契約を締結し、手付金の 
授受を行うことを合意した。 

   同日夜、Yは、Bから送付された本件土地 
売買契約書及び本件重要事項説明書を確認し 

  た上、Ⅹに対し、当該書類をFAXで送付した。 
翌日、Ⅹ、Y及び Bは、A及び Cとの待合 

 せ場所に集合したが、Cから、Aの事務所が 

 
 
 
 
 
 
 
使用できなくなったため、Yの事務所で契約 
締結することを提案された。Ⅹは、Aの事務 
所を確認したいと返答し、全員で Aの事務所 
に向かったが、Aの事務所には、事前に説明 
を受けた会社名とは異なる会社名が掲げられ 
ていた。その後、タクシーに分乗し、Yの事 
務所に向かうなかで、Ｘは、Ｙから、「何か 
嫌な予感がする」と言われた。 

Yの事務所にて、Aは、Ⅹに対し、媒介業 
者 Dの記名押印がされた、先行売買契約書、 
これにかかる重要事項説明書に加え、先行売 
買契約の手付金領収書の原本を示すととも 
に、それらの写しを交付し、Aの運転免許証 
を提示した。この際、Ⅹは、先行売買契約書 
記載の売買代金支払期限が延長となっている 
ことに関し合意書が取得できていないため、 
本件土地売買契約締結を延期したいと述べ 
た。これに対し、Ｙは、「ほかにも購入希望 
者がいる」と述べ、Ⅹは、これを受け、本件 
土地売買契約を締結し、手付金 500万円をＡ 
に支払った。 
契約締結日の翌日、Ⅹは、本件土地につい 
て、レインズで物件検索をしたところ、２億 
円とする売情報が掲載されていた。Ⅹが、当 
該物件の媒介業者 Dに電話で問い合わせたと 
ころ、本件土地は Aに対して売却されていな 
いこと、Ａが交付した先行売買契約書が偽造 
されたものであることが発覚した。 

   Ⅹは、Yに対し、媒介契約上の善管注意義 
務違反があるなどと主張して、手付金相当額 
である 500万円の支払を求めて提訴した。 

2  判決の要旨 
   裁判所は、次の通り判示し、Ⅹの Yに対す 
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会員の皆様からご紹介いただいたお客様の火災保険を、 

当社とあいおいニッセイ同和損保が連携しサポート！ 

紹介案件が成約になりましたら、紹介手数料をお支払い致します！！ 

 

 

〇代理店登録不要  資格・費用も不要 

〇保険の知識不要  あいおいニッセイ同和損保のｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰより火災保険を案内・提案するので安心 

〇複雑な事務手続きなし  煩雑な火災保険の募集手続きをせずにお客様へのご案内が可能 

 

 

 

〇成約になった契約の火災保険料（地震保険料を除く）に対してお支払い致します。 
※スマイミー利用で情報連携シートを作成すれば手数料もＵＰ 

 

 

 

〇対象物件は住宅物件（一戸建・分譲マンション）かつ個人契約のみ 
※新規に住宅を購入される方を対象としております。 

〇損害保険代理店登録をされている会員様は提携不可 

〇保険商品の推奨・勧誘・内容説明等、保険募集に該当する行為は一切禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 

䛒いおい䝙ッセイྠᦆᐖಖ㝤 ⅆ⅏ಖ㝤紹介ス䜻ームについて

 メリット 

 紹介手数料 

 ὀព事項 

詳しくは「スマイミーPC 会員専用ページ」の下

記 の リ ン ク よ り ご 参 照 く だ さ い 。

（https://fudohsan.jp/） 

ᙜス䜻ームの詳細について 

広島宅建株式会社（中四国宅建サポートセンター） 

T e l：082-543-5155 

Fax：082-543-5188 
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のࡇ、に⥆きࣝーࣗࢽのࣜࢪー࣌ーᾘ㈝者࣑࣐ࢫ 

ᗘ、ဨᑓ⏝࣌ーࢨࢹࡶࢪンを୍᪂ࡋて �� ᭶ �� 日にࣜ

 。たࡋまࡋ⮴ࣝーࣗࢽ

ࢫࢭࢡまでᐜ᫆にࢪー࣌目ⓗのࡋᵓᡂを⡆␎ࢪー࣌

でき࠺ࡼࡿにࡗ࡞たか、お▱らせ⏬面に᪤ㄞᶵ⬟が᪂た

にຍࡗࢃておࡾます㸟 

 
㸺ロࢢン⏬面㸼 

㸺お▱らせ⏬面に᪤ㄞᶵ⬟を㏣ຍ㸼 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸺物件登録⏬面の࡞ኚ᭦Ⅼ㸼 

 ⌧で⡆␎をᐇࡇࡿᴗ者㛫ࠖを⤫ྜす࣭⯡୍ࠕᴗ者㛫࣭情報ㄅ࣭ࠖ⯡୍ࠕබ㛤ᒓᛶのە

ᇶᮏ情報ࠕە ᮲件等ࠕࠖ タഛ等ࠖのࠕࠖ �  ⌧で᫂░をᐇࡇࡿすᵓᡂࢪー࣌

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 㻲㻭㼄 会ဨ⥾ษ᪥ 㻼㻯 会ဨ⥾ษ᪥䈜 発᪥ 

ഛ後∧【住まいの情報】�� 月号 2020㻛10㻛23 2020㻛10㻛2㻢 2020㻛11㻛13 

ഛ後∧【住まいの情報】� 月号 2020㻛11㻛23 2020㻛11㻛24 2020㻛12㻛11 

ഛ後∧【住まいの情報】� 月号 2020㻛12㻛11 2020㻛12㻛14 2021㻛1㻛8 

䈜㻼㻯 会ဨ⥾ษ᪥の 15 登録ศまで䛜対象となります。 

䠘お問合せඛ䠚  ഛ後∧（住まいの情報）䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䝕ー䝍䝥ロ（株）  TEL：084䠉㻥2㻢䠉124㻢 

 情報ㄅの⥾ษのごෆ  

 スマイミー会ဨᑓ⏝䝨ージ䛜リ䝙䝳ー䜰䝹しました䟿 

 てࡋࢡࢵࣜࢡ
お▱らせを⾲♧ 

 てࡋࢡࢵࣜࢡ
᪤ㄞにすࡿ 各

種
サ
イ
ト
と
の
連
携
サ
ー
ビ
ス
実
施
中

��



広島宅建株式会社                                          宅建ひろしま 10 月号 

 

  

会員の皆様からご紹介いただいたお客様の火災保険を、 

当社とあいおいニッセイ同和損保が連携しサポート！ 

紹介案件が成約になりましたら、紹介手数料をお支払い致します！！ 

 

 

〇代理店登録不要  資格・費用も不要 

〇保険の知識不要  あいおいニッセイ同和損保のｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰより火災保険を案内・提案するので安心 

〇複雑な事務手続きなし  煩雑な火災保険の募集手続きをせずにお客様へのご案内が可能 

 

 

 

〇成約になった契約の火災保険料（地震保険料を除く）に対してお支払い致します。 
※スマイミー利用で情報連携シートを作成すれば手数料もＵＰ 

 

 

 

〇対象物件は住宅物件（一戸建・分譲マンション）かつ個人契約のみ 
※新規に住宅を購入される方を対象としております。 

〇損害保険代理店登録をされている会員様は提携不可 

〇保険商品の推奨・勧誘・内容説明等、保険募集に該当する行為は一切禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 

䛒いおい䝙ッセイྠᦆᐖಖ㝤 ⅆ⅏ಖ㝤紹介ス䜻ームについて

 メリット 

 紹介手数料 

 ὀព事項 

詳しくは「スマイミーPC 会員専用ページ」の下

記 の リ ン ク よ り ご 参 照 く だ さ い 。

（https://fudohsan.jp/） 

ᙜス䜻ームの詳細について 

広島宅建株式会社（中四国宅建サポートセンター） 

T e l：082-543-5155 

Fax：082-543-5188 
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のࡇ、に⥆きࣝーࣗࢽのࣜࢪー࣌ーᾘ㈝者࣑࣐ࢫ 

ᗘ、ဨᑓ⏝࣌ーࢨࢹࡶࢪンを୍᪂ࡋて �� ᭶ �� 日にࣜ

 。たࡋまࡋ⮴ࣝーࣗࢽ

ࢫࢭࢡまでᐜ᫆にࢪー࣌目ⓗのࡋᵓᡂを⡆␎ࢪー࣌

でき࠺ࡼࡿにࡗ࡞たか、お▱らせ⏬面に᪤ㄞᶵ⬟が᪂た

にຍࡗࢃておࡾます㸟 

 
㸺ロࢢン⏬面㸼 

㸺お▱らせ⏬面に᪤ㄞᶵ⬟を㏣ຍ㸼 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸺物件登録⏬面の࡞ኚ᭦Ⅼ㸼 

 ⌧で⡆␎をᐇࡇࡿᴗ者㛫ࠖを⤫ྜす࣭⯡୍ࠕᴗ者㛫࣭情報ㄅ࣭ࠖ⯡୍ࠕබ㛤ᒓᛶのە

ᇶᮏ情報ࠕە ᮲件等ࠕࠖ タഛ等ࠖのࠕࠖ �  ⌧で᫂░をᐇࡇࡿすᵓᡂࢪー࣌

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 㻲㻭㼄 会ဨ⥾ษ᪥ 㻼㻯 会ဨ⥾ษ᪥䈜 発᪥ 

ഛ後∧【住まいの情報】�� 月号 2020㻛10㻛23 2020㻛10㻛2㻢 2020㻛11㻛13 

ഛ後∧【住まいの情報】� 月号 2020㻛11㻛23 2020㻛11㻛24 2020㻛12㻛11 

ഛ後∧【住まいの情報】� 月号 2020㻛12㻛11 2020㻛12㻛14 2021㻛1㻛8 

䈜㻼㻯 会ဨ⥾ษ᪥の 15 登録ศまで䛜対象となります。 

䠘お問合せඛ䠚  ഛ後∧（住まいの情報）䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䝕ー䝍䝥ロ（株）  TEL：084䠉㻥2㻢䠉124㻢 

 情報ㄅの⥾ษのごෆ  

 スマイミー会ဨᑓ⏝䝨ージ䛜リ䝙䝳ー䜰䝹しました䟿 

 てࡋࢡࢵࣜࢡ
お▱らせを⾲♧ 

 てࡋࢡࢵࣜࢡ
᪤ㄞにすࡿ 各

種
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広島宅建株式会社  宅建ひろしま 10 月号 

 

全宅住宅ローン(株)ではフラット 35 の見積依頼を不動産情報システム「スマイミー」と連動し受付を行っており

ます。お見積り依頼からご成約となった場合には、紹介手数料（４万円）を紹介者様へお支払いする制度もござ

います。詳しくは全宅住宅ローン株式会社 中国支店（TEL：082-545-2721）までお問い合わせください。 

●見積依頼手続き（対象物件詳細から「連動提携サービス」をクリック）

①登録フォームへ必要事項を入力し送信

②送信後、ご入力いただいたお客様の携帯電話へショートメッセージを発信いたします。

全宅住宅ローン（フラット 35）見積依頼について 

登録物件の情報（築年数や面積

等）が自動反映されますので、

【必須】項目をご入力くださ

い。 

見積依頼完了後、ご指定いただいた日時にお

客様へ直接全宅住宅ローンの担当者からご

連絡をさせて頂きます。 

お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。
お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。

マンション無料インターネットサービスを導入しませんか？ メガ・エッグ  光ネット [マンション ]

・高額な投資をせず空室対策をしたい。
・家賃をこれ以上下げたくない。

管理会社さま・オーナーさまのそのお悩み！
メガ・エッグが解決します！

人気設備ランキング４年間１位のサービスが導入できます。( 引用：全国賃貸住宅新聞 )
会員さまには、ご紹介物件の開通により紹介手数料をお支払い致します。

全戸分の利用料金を一括でオーナーさまにご負担いただくことで、
入居者さまは無料で光インターネットをご利用できます。

全戸一括光インターネットとは？

※1  技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。

メガ ・ エッグ  光ネット[マンション]のメリット

入居者に人気の
設備ランキング

2018

全国賃貸住宅新聞　第 1339 号より引用

2位
3位

1位
入居率アップ

最大速度1ギガ (1Gbps※1) の光回線を使用しています。
全戸光インターネットのサービスです。

メリット1

初期標準
工事費無料
追加工事がある場合は、
別途ご相談させて
いただきます。

メリット2

安価な
料金設定

メリット3

「ネット無料」で
ＰＲ

メリット4

ポイント1

ポイント2
インターネット無料
宅配ボックス
エントランスのオートロック
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賃貸管理業適正化法成立！全宅管理入会のご案内 
   全宅管理では、入会キャンペーンを行っております。具体的には、 
宅建協会新入会員応援プロジェクトとして、新規開業して宅建協会に 
新規入会された会員が入会日から1年以内に全宅管理に入会されると、 
入会金無料。全宅管理サポーター制度として、令和2年度中に全宅管理 
会員からの照会状と一緒に入会申込書を提出すると、入会金無料となり 
ます。全宅管理に入会するなら、令和2年度がチャンスです。 
  詳しくは、以下のホームページもご覧ください。 

https://chinkan.jp/enroll/index 

（一社）全宅管理からのお知らせ
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